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１．新規ユーザー登録
※「gBizIDプライム」または「gBizIDメンバー」のアカウントを取得されている方は、

       P6をご覧ください。

このサイトの操作方法（共通操作）1

新規ユーザーを登録します。

①
①

②リンク先のマニュアルを手順に従ってgBizIDを作成してください。
※経営力向上計画申請書を作成するためには、gBizIDプライムまたは

 gBizIDメンバーの取得が必要になります。

②

（次頁へ続く）

① ボタンをクリックしてください。
https://gbiz-id.go.jp/top/ に遷移します。

gBizIDを作成

3

https://gbiz-id.go.jp/top/


２．パスワードの設定

このサイトの操作方法（共通操作）1

①

①リンク先のマニュアルに従って、パスワードを設定してください。

gBizIDプライムのマニュアル
一部抜粋
パスワード設定は13番の手順を参照
します。
(2021年9月時点のgBizIDの画面)

gBizIDの登録画面を表示します。
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３．パスワードのリセット方法

このサイトの操作方法（共通操作）1

①

gBizIDの登録画面を表示します。

①   ボタンをクリックしてください。

②

②「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックして再発行を依頼してください。
(詳細はgBizIDのマニュアルをご参照ください。)
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1

経営力向上計画申請プラットフォームへのログイン方法です。

このサイトの操作方法（共通操作）

gBizIDのログインページが表示されます。

①

４．ログイン

③

②

①  ボタンをクリックしてください。gBizIDでログイン

② 登録したアカウントID/パスワードを入力してください。

③ ②の入力後、   ボタンをクリックしてください。ログイン
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1 このサイトの操作方法（共通操作）

４．ログイン

ログイン成功後、利用規約に同意していない場合に利用規約確認画面に遷移し
ます。

XXXXXX

XXXXXX

⑤

④

④ 「利用規約に同意する」に「 （チェック）」を入れてください

⑤ ④の入力後、   ボタンをクリックしてください。完了
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1

会社情報を登録するには、「事業者メニュー」画面を表示します。

５．会社情報の登録

（次頁へ続く）

このサイトの操作方法（共通操作）

会社情報登録/更新画面が表示されます。

①  ボタンをクリックしてください。

会社情報を登録するまでは

       ボタン、

    ボタン、

ボタン、 ボタン、

 ボタン、

       ボタンはクリックできません。

①

keizai.taro@sample.jp

株式会社METI

会社情報登録・更新

申請書の作成、再提出指示を受けた申請書の確認

経営力向上が行われたことに関する報告書の作成

報告書の作成、作成した報告書・補正指示を受けた報告書の確認

提出した申請書・補正指示を受けた申請書の確認

作成した報告書の確認・変更
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1

会社情報登録/更新画面が表示されます。

５．会社情報の登録

（次頁へ続く）

このサイトの操作方法（共通操作）

①

②

③

keizai.taro@sample.jp

1234567890123

① 法人の場合は   ボタンをクリックしてください。

（法人インフォメーションに登録された情報を取得します）

② 会社情報を入力・選択してください。全て必須項目になります。

③ ②の入力後、 ボタンをクリックしてください。

法人情報取得

次へ
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1

会社情報登録/更新内容の確認画面が表示されます。

５．会社情報の登録

このサイトの操作方法（共通操作）

①

1234567890123

① 登録した内容を確認の上で修正する必要がなければ ボタンを
クリックしてください。
修正する場合は      ボタンをクリックしてください。

登録

戻る
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①   ボタンをクリックしてください。

1

「お問い合わせ作成」画面が表示されます。

（次頁へ続く）

このサイトの操作方法（共通操作）

「お問い合わせ作成」画面が表示されます。

①

６．問い合わせの作成、送信
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1

お問い合わせ内容を入力します。

（次頁へ続く）

このサイトの操作方法（共通操作）

６．問い合わせの作成、送信

① ご担当者の情報を入力してください。なお、ログイン後は、ユーザー情報が初

期表示されています。

② お問い合わせの内容について入力してください。

③ 「個人情報の取り扱いについて」を確認の上、 同意の場合は、 「個人情報

の取り扱いについて同意します」に「 （チェック）」を入れてください

④ ①～③の入力後に、 ボタンをクリックしてください。

①

②

③
④

登録

次へ
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1 このサイトの操作方法（共通操作）

６．問い合わせの作成、送信

「お問い合わせ内容確認」画面が表示されます。

「お問い合わせ送信完了」画面が表示されます。

②

① お問い合わせ内容を確認の上、 ボタンをクリックしてください。

お問い合わせがサポートデスクへ送信されます。返信は「お問い合わせ作成」

画面で登録いただいたメールアドレスに届きます。

② ボタンをクリックしてください。

①

keizai.taro@sample.jp

送信

閉じる
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1

「ヘルプテキスト（ ）」がある画面が表示されます。

このサイトの操作方法（共通操作）

ヘルプテキストの内容が表示されます。

① ヘルプテキストにマウスのカーソルを合わせます。

①

② ヘルプテキスト内にリンクがある場合は、青字で表示されています。
リンクをクリックすると、PDFファイルや別のページで、より詳細な説明を確認でき
ます。

②

７．ヘルプテキストの確認方法
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

１．事前準備

作成にあたっては次の書類が必要になりますので、お手元にご用意ください。

1:吸収合併契約書、新設合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書、事業譲渡契約書
又は株式譲渡契約書の写し
2:承継した事業に従事する従業員の配置の状況について記載した書類
3:（許認可特例を活用する場合）自社又は自己の事業の会計に関する書類
4:（準備金又はD類型を活用する場合）事業承継等事前調査チェックシート
5:（準備金又はD類型を活用する場合で、事業承継等事前調査の実施主体が、有資格者※
でない場合）実施したデューデリジェンスのレポート及びレポートとチェックシートとの
対応関係を示す書類
6:支払限度額（当該契約に係る支払保険金の上限）を証する書類

※事業承継等事前調査チェックシート、レポートとチェックシートとの対応関係を示す書
類(例)はこちらからダウンロードできます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

ログイン後、「事業者メニュー」画面が表示されます。

①

報告書の作成、作成した報告書・補正指示を受けた報告書

認定経営力向上計画に係る事業の承継報告書
認定経営力向上計画に係る事業の承継及び事業承継等事前調査報告書
① ボタン
を押してください。

16



2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

「報告書一覧」画面が表示されます。

実施した事業承継等の種類に応じて、
ボタン

ボタン
のいずれかを押してください。

※一時保存した報告書がある場合は、 ボタンを押してくださ
い。

株式譲渡

合併・分割・事業譲渡

編集再開
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

「報告内容入力」画面が表示されます。

基本情報を入力します。
①～⑥まで入力、選択をしてください。
※④実施した事業承継等の種類に応じて、

合併・分割・事業譲渡の場合は「許認可特例」
株式譲渡の場合は「準備金又はD類型」
を選択してください。

※⑤⑥新規作成時に「株式譲渡」を選択している場合のみ表示されます。
「合併・分割・事業譲渡」を選択している場合は表示されません。

①

②

③

④

⑤

⑥
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

「報告内容入力」画面が表示されます。（続き）

①会社の情報が表示されるため内容を確認してください。
登録内容を変更する場合は、該当箇所を修正してください。

②③の報告内容を入力してください。
※③新規作成時に「合併・分割・事業譲渡」を選択している場合は

任意入力となります。

④入力が終わったら、 ボタンを押してください。

※入力した内容を保存する場合は、 ボタンを押してください。

次へ

一時保存

①

②

③

④
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

「書類添付」画面が表示されます。

添付が必要な書類が表示されます。
※「報告内容入力」画面で入力した内容に応じて必要な書類は異なります。

ボタンを押してそれぞれ添付してください。

ファイルを添付すると、ボタンにファイル名が表示されます。
ファイル名のボタンを押すと添付したファイルを別タブで表示します。

ファイルを選択
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

「書類添付」画面が表示されます。（続き）

誤ったファイルを添付した等の理由でファイルを変更する場合は、
ボタンを押してファイルを削除してから再度正しいファイル

を添付してください。

ファイルの添付がすべて完了したら、 ボタンを押してくださ
い。
※「報告内容入力」画面で、活用する制度を「準備金又はD類型」と選択し
た場合に表示される「実施したデューデリジェンスのレポート及びレポート
とチェックシートとの対応関係を示す書類」の添付は任意です。

ファイルを削除

確認画面へ
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

「内容確認」画面が表示されます。

これまでに入力した内容が表示されます。
内容を確認し、修正が必要ない場合は ボタンを押してくださ
い。
※修正が必要な場合は ボタンを押してください。

報告する

前へ
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

２．新規報告書作成

「提出完了」画面が表示されます。

以上で報告書の作成が完了しました。
メニューに戻るには ボタン
報告書の一覧画面へ戻るには ボタン
を押してください。

事業者メニューへ

報告書一覧へ
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

３．報告書の取下げ

取下げとは
報告書自体を取り下げることで、不要となった報告書を削除することができ
ます。
※報告書の「報告状況」が「作成中」と「要修正」の場合にのみ行うことが
できます。

ログイン後、「事業者メニュー」画面が表示されます。

認定経営力向上計画に係る事業の承継報告書
認定経営力向上計画に係る事業の承継及び事業承継等事前調査報告書
① ボタン
を押してください。

報告書の作成、作成した報告書・補正指示を受けた報告書
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

３．報告書の取下げ

「報告書一覧」画面が表示されます。

①

①

②

OK①取り下げたい報告書の ボタンを押して、② を押して
ください。
※取下げボタンは、「報告状況」が「作成中」と「要修正」の場合のみ表示
されます。

経済太郎

経済太郎

経済太郎

経済太郎

取下げ
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

４．報告書の引継ぎ

引継ぎとは
通常、別のユーザが作成した報告書の、編集、確認などを行うことはできま
せんが、報告書の引継ぎを行うことで、同じ法人に所属している別のユーザ
が作成した報告書の編集、確認などを行うことができるようになります。

例）

ユーザAが作成した報告書を、ユーザBに引継ぎする前

ユーザAが作成した報告書を、ユーザBに引継ぎした後

ユーザA ユーザB

報告書

編集、確認など
ができる

編集、確認など
ができない

ユーザAが作成した報告書

ユーザAからユーザBに
引継がれた報告書

ユーザA ユーザB

報告書

編集、確認など
ができない

編集、確認など
ができる
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

４．報告書の引継ぎ

ログイン後、「事業者メニュー」画面が表示されます。

①

報告書の作成、作成した報告書・補正指示を受けた報告書

認定経営力向上計画に係る事業の承継報告書
認定経営力向上計画に係る事業の承継及び事業承継等事前調査報告書
① ボタン
を押してください。
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

４．報告書の引継ぎ

①

①引継ぎたい報告書の ボタンを押してください。

※ ボタンは、「管理者」が他のユーザの場合に表示されます。

「報告書一覧」画面が表示されます。

経済 太郎

経済 太郎

経済 太郎

報告書を引き継ぐ

報告書を引き継ぐ
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

４．報告書の引継ぎ

「引継ぎ確認」画面が表示されます。

①

経済太郎 経済花子

経済太郎

① ボタンを押してください。
引継ぎが完了し、「報告書一覧」画面が表示されます。

※ ボタンを押すと引継ぎは行われず「報告書一覧」画面に戻
ります。

はい

いいえ
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

５．確認書の印刷

ログイン後、「事業者メニュー」画面が表示されます。

①

報告書の作成、作成した報告書・補正指示を受けた報告書

認定経営力向上計画に係る事業の承継報告書
認定経営力向上計画に係る事業の承継及び事業承継等事前調査報告書
① ボタン
を押してください。
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

５．確認書の印刷

「報告書一覧」画面が表示されます。

①

①印刷したい報告書の ボタンを押してください。
報告書がPDF形式で別タブに表示されます。
※「確認書の印刷」ボタンは、下記のいずれかに該当する場合には表示され
ません。
・「管理者」がログインユーザではない
・「報告状況」が「確認済」ではない
・「事業承継等の種類」が「株式譲渡」ではない

経済太郎

経済太郎

確認書の印刷
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

６．報告書の修正

修正（補正）とは
報告内容に不備がある場合に、審査省庁から報告書の修正の指示を受け、報
告書を修正（補正）します。

表題：【返信不可】事業承継等の報告書への修正依頼があります。

ご担当者様

ご提出いただいた、事業承継等の報告書の内容に修正依頼があります。

次の番号の報告書をご確認ください。
報告書番号：RBS000000XXXX
ログインURL：XXXXX

修正指示内容
〇〇〇〇

※本メールは送信専用のメールアドレスのため、本メールへの返信は不
可です。修正指示内容についてお問い合わせなどがある場合は、報告書
の提出先の窓口に直接お問い合わせください。

以上、よろしくお願いいたします。
〇〇省

①

①メールに記載されている報告書番号を控えてください。

ログインをして「事業者メニュー」画面を表示します。

修正（補正）が必要な場合には、修正指示内容が記載されたメールが送信さ
れます。
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

６．報告書の修正

ログイン後、「事業者メニュー」画面が表示されます。

①

報告書の作成、作成した報告書・補正指示を受けた報告書

認定経営力向上計画に係る事業の承継報告書
認定経営力向上計画に係る事業の承継及び事業承継等事前調査報告書
① ボタン
を押してください。
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

６．報告書の修正

「報告書一覧」画面が表示されます。

①控えた報告番号の報告書の ボタンを押してください。

①経済太郎

経済花子

経済花子

修正
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2
認定経営力向上計画に係る
事業の承継報告書についての操作方法

６．報告書の修正

「報告内容入力」画面が表示されます。

①修正指示の日時が表示されます。
②修正指示内容が表示されます。

①

②

修正完了後、 ボタンを押して提出してください。報告する
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操作に関するお問い合わせ窓口3

1. 本プラットフォームの操作方法についてのお問い合わせ先

本マニュアルのP.11に記載しております、[2.このサイトの操作方法（共通
操作）6.問い合わせの作成・送信]をご確認いただき、ご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちらになります。
https://d2v000000mvkkeao.my.site.com/InquiryCreate

1. 電話でのお問い合わせをご希望の方

操作方法お問い合わせ窓口までご連絡ください。

TEL：０５７０－５５０－３６３（平日９：３０～１７：００）

2. お問い合わせフォームでのお問い合わせをご希望の方
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